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(57)【要約】
【課題】筒部内に異物等が挿入されるのを確実に防止し
て、電気接触部の変形等を防止し雄型端子金具との電気
的な接続の信頼性を向上させることができる雌型端子金
具を提供する。
【解決手段】雌型端子金具１Ａの電気接触部１０は、筒
部１１と突出部２１Ａとを備えている。筒部１１には、
一端部１１ａ側の開口から雄型端子金具５のタブ５１が
挿入される。突出部２１Ａは、筒部１１に連なり、筒部
１１の一端部１１ａ側の開口を一部塞ぐように該筒部１
１の内側に突出している。突出部２１Ａは、延設片２３
と当接片２４とを備えている。延設片２３は、筒部１１
の上壁１６ａに連なり該筒部１１の内側に延びている。
当接片２４は、延設片２３から上壁１６ａに向かって延
びて設けられ、延設片２３が上壁１６ａに近づくことを
規制する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　雄型端子金具と接続される電気接触部を備えた雌型端子金具において、
　前記電気接触部が、一端部側の開口から前記雄型端子金具の電気接触部が挿入される筒
部と、前記筒部に連なり前記一端部側の開口を一部塞ぐように該筒部の内側に突出した突
出部と、を備え、
　前記突出部が、
　前記筒部の一つの外壁に連なり該筒部の内側に延びた延設片と、
　前記延設片から前記一つの外壁に向かって延びて設けられ、前記延設片が前記一つの外
壁に近づくことを規制する当接片と、を備えたことを特徴とする雌型端子金具。
【請求項２】
　雄型端子金具と接続される電気接触部を備えた雌型端子金具において、
　前記電気接触部が、一端部側の開口から前記雄型端子金具の電気接触部が挿入される筒
部と、前記筒部に連なり前記一端部側の開口を一部塞ぐように該筒部の内側に突出した突
出部と、を備え、
　前記突出部が、
　前記筒部の一つの外壁に連なり該筒部の内側に延びた延設片と、
　前記延設片の幅方向両端から突出した係止片と、を備えるとともに、
　前記筒部が、内部に前記係止片を通して、前記延設片が前記一つの外壁に近づく方向に
沿って前記係止片を係止する係止孔部を備えたことを特徴とする雌型端子金具。
【請求項３】
　前記電気接触部が、前記突出部と相対する前記筒部の内面から該突出部に向かって突出
した第２の突出部をさらに備え、
　前記突出部の頂部と前記第２の突出部の頂部の隙間が、前記雄型端子金具の電気接触部
の厚さよりも僅かに大きいことを特徴とする請求項１または請求項２に記載の雌型端子金
具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、雄型端子金具と接続される電気接触部を備えた雌型端子金具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自動車には多くの電子機器が搭載されており、電子機器はワイヤハーネスを介して自動
車や他の電子機器と接続されている。ワイヤハーネスと電子機器とはそれぞれが備えたコ
ネクタ同士が嵌合することによって接続され、ワイヤハーネスは電子機器に電力や制御信
号等を伝達する。
【０００３】
　このようなコネクタ同士の一方のコネクタは、雄型端子金具と、該雄型端子金具を内部
に収容したコネクタハウジングとを備えている。雄型端子金具は、導電性の板金を折り曲
げる等して形成されている。雄型端子金具は、ワイヤハーネスの電線と接続される電線接
続部と、タブ状の電気接触部とを備えている。
【０００４】
　他方のコネクタは、雌型端子金具と、該雌型端子金具を内部に収容したコネクタハウジ
ングとを備えている。雌型端子金具は、導電性の板金を折り曲げる等して形成されている
。雌型端子金具は、ワイヤハーネスの電線と接続される電線接続部と、雄型端子金具の電
気接触部と接続される電気接触部とを備えている。
【０００５】
　電気接触部は、筒部と、弾性片とを一体に備えている。筒部は、筒状に形成され、一端
部側の開口から雄型端子金具の電気接触部が挿入される。弾性片は、筒部内に設けられ、
雄型端子金具の電気接触部を筒部の一つの内面に向かって付勢してこの一つの内面との間
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に挟んで保持する。
【０００６】
　前述した雌型端子金具の電気接触部は、コネクタ同士が互いに嵌合すると、筒部内に雄
型端子金具の電気接触部が挿入され、弾性片によってこの電気接触部が筒部内に保持され
る。そして、電気接触部同士が電気的に接続され、雄型端子金具と雌型端子金具とが電気
的に接続される。
【０００７】
　しかしながら、前述した筒部内には、誤って雄型端子金具の電気接触部よりも大きな異
物（例えば、端子金具をコネクタハウジング内から取り外す際の治具等）が挿入される虞
がある。そして、このような異物が筒部内に挿入されると、弾性片が過度に弾性変形して
永久変形や破損を起こしたり、弾性片や筒部の内面の雄型端子金具との接触面が傷付いて
該接触面の接触抵抗が上昇したりして、端子金具同士の電気的な接続の信頼性が低下する
虞があった。
【０００８】
　このような問題を解決するために、例えば、前述した雌型端子金具の電気接触部は突出
部を備えている（例えば、特許文献１ないし４参照）。突出部は、筒部の前記一端部側の
外壁を長く設け、この外壁を筒部の内側に向かって一度折り曲げて形成されている。突出
部は、筒部の一端部側の開口を一部塞ぐように該筒部の内側に突出している。
【０００９】
　このように突出部で筒部の開口を一部塞ぐことによって、筒部内に前述した異物が誤っ
て挿入されることを防止している。さらに、この突出部を筒部の他端部側（奥側）にいく
にしたがって徐々に筒部の中心軸に近づくように斜めに折り曲げることで、雄型端子金具
の電気接触部を円滑に筒部内にガイドすることができる（例えば、特許文献４参照）。
【特許文献１】特開２００３－３３１９６４号公報
【特許文献２】特開平８－３２１３４３号公報
【特許文献３】特開平８－３０６４２０号公報
【特許文献４】特開２０００－３６３５０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、前述した特許文献１ないし４に記載された突出部は、筒部の一端部側の
外壁を筒部の内側に向かって一度折り返して形成されているだけなので、筒部内に雄型端
子金具の電気接触部よりも大きな異物が強引に押し込まれると、突出部が筒部の内側に向
かって変形（変位）して異物が筒部内に挿入されてしまう虞があった。
【００１１】
　そして、前述したように、この異物によって弾性片が過度に弾性変形して永久変形や破
損を起こしたり、弾性片や筒部の内面の雄型端子金具との接触面が傷付いて該接触面の接
触抵抗が上昇したりしてしまい、端子金具同士の電気的な接続の信頼性が低下する虞があ
った。
【００１２】
　本発明は、このような問題を解決することを目的としている。即ち、本発明は、筒部内
に異物等が挿入されるのを確実に防止して、電気接触部の変形等を防止し雄型端子金具と
の電気的な接続の信頼性を向上させることができる雌型端子金具を提供することを目的と
している。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　前記課題を解決し目的を達成するために、請求項１に記載された発明は、雄型端子金具
と接続される電気接触部を備えた雌型端子金具において、前記電気接触部が、一端部側の
開口から前記雄型端子金具の電気接触部が挿入される筒部と、前記筒部に連なり前記一端
部側の開口を一部塞ぐように該筒部の内側に突出した突出部と、を備え、前記突出部が、
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前記筒部の一つの外壁に連なり該筒部の内側に延びた延設片と、前記延設片から前記一つ
の外壁に向かって延びて設けられ、前記延設片が前記一つの外壁に近づくことを規制する
当接片と、を備えたことを特徴とした雌型端子金具である。
【００１４】
　請求項２に記載された発明は、請求項１に記載された雌型端子金具において、雄型端子
金具と接続される電気接触部を備えた雌型端子金具において、前記電気接触部が、一端部
側の開口から前記雄型端子金具の電気接触部が挿入される筒部と、前記筒部に連なり前記
一端部側の開口を一部塞ぐように該筒部の内側に突出した突出部と、を備え、前記突出部
が、前記筒部の一つの外壁に連なり該筒部の内側に延びた延設片と、前記延設片の幅方向
両端から突出した係止片と、を備えるとともに、前記筒部が、内部に前記係止片を通して
、前記延設片が前記一つの外壁に近づく方向に沿って前記係止片を係止する係止孔部を備
えたことを特徴とした雌型端子金具である。
【００１５】
　請求項３に記載された発明は、請求項１または請求項２に記載された雌型端子金具にお
いて、前記電気接触部が、前記突出部と相対する前記筒部の内面から該突出部に向かって
突出した第２の突出部をさらに備え、前記突出部の頂部と前記第２の突出部の頂部の隙間
が、前記雄型端子金具の電気接触部の厚さよりも僅かに大きいことを特徴とした雌型端子
金具である。
【００１６】
　なお、請求項３における「突出部の頂部と第２の突出部の頂部の隙間が、雄型端子金具
の電気接触部の厚さよりも僅かに大きい」、とは、前記隙間が、内部に雄型端子金具の電
気接触部を通すことができる程度に、より狭く形成されていることを意味している。
【発明の効果】
【００１７】
　請求項１に記載された発明によれば、筒部の一端部側の開口を一部塞ぐ突出部が、筒部
の一つの外壁に連なり該筒部の内側に延びた延設片と、延設片から前記一つの外壁に向か
って延びて設けられた当接片とを備えている。このため、筒部内に所定の大きさ（厚さ）
以上の異物が挿入されても、当接片の先端が前記一つの外壁と当接して延設片が前記一つ
の外壁に近づくことを規制し、延設片が変形（変位）することがない。したがって、筒部
内に異物が挿入されることを確実に防止でき、電気接触部の変形等を防止して雄型端子金
具との電気的な接続の信頼性を向上させることができる。
【００１８】
　請求項２に記載された発明によれば、筒部の一端部側の開口を一部塞ぐ突出部が、筒部
の一つの外壁に連なり該筒部の内側に延びた延設片と、延設片の幅方向両端から突出した
係止片とを備えるとともに、筒部が内部に係止片を通す係止孔部を備えている。このため
、筒部内に所定の大きさ（厚さ）以上の異物が挿入されても、係止片が係止孔部に係止さ
れて延設片が前記一つの外壁に近づくことを規制し、延設片が変形することがない。した
がって、筒部内に異物が挿入されることを確実に防止でき、電気接触部の変形等を防止し
て雄型端子金具との電気的な接続の信頼性を向上させることができる。
【００１９】
　請求項３に記載された発明によれば、突出部と相対する筒部の内面から該突出部に向か
って突出した第２の突出部をさらに備え、突出部の頂部と第２の突出部の頂部の隙間が雄
型端子金具の電気接触部の厚さよりも僅かに大きいので、筒部内に雄型端子金具の電気接
触部よりも大きな（厚い）異物が挿入されることを確実に防止できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２０】
　以下、本発明の第１の実施形態にかかる雌型端子金具１Ａを図１ないし図３を参照して
説明する。本発明の第１の実施形態にかかる雌型端子金具１Ａは、図示しないコネクタの
コネクタハウジング内に収容され、このコネクタと相手方のコネクタとが嵌合することに
よって、相手方のコネクタのコネクタハウジング内に収容された雄型端子金具５と電気的
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に接続される。
【００２１】
　雄型端子金具５は、導電性の一枚の板金をプレス加工して成形されている。雄型端子金
具５は、図１に示すように、電気接触部としてのタブ５１と、筒状部５２と、電線接続部
５３とを一体に備えている。雄型端子金具５は、タブ５１と筒状部５２と電線接続部５３
とが順に一列に配されている。
【００２２】
　タブ５１は、筒状部５２に連なり、帯板状に形成されている。タブ５１の先端は、徐々
に先細になるように形成されている。筒状部５２は、タブ５１と電線接続部５３との双方
に連なり、四角筒状に形成されている。筒状部５２は、コネクタハウジングの端子収容室
内に収容されて、端子収容室の内面と密に接する。
【００２３】
　電線接続部５３は、筒状部５２に連なっている。電線接続部５３は、筒状部５２に連な
る底板部５４と、底板部５４に連なる複数の加締め片５５とを備えている。底板部５４は
、帯板状に形成されている。底板部５４の上側には、芯線が露出された状態の電線の端部
が載置される。
【００２４】
　加締め片５５は、底板部５４の幅方向両端に複数設けられている。加締め片５５は、そ
れぞれ、底板部５４に近づく方向に曲げられて底板部５４との間に電線を挟み、電線を加
締める。加締め片５５が電線を加締めることで、電線接続部５３に電線が取り付けられて
、雄型端子金具５と電線とが電気的に接続される。
【００２５】
　雌型端子金具１Ａは、導電性の一枚の板金をプレス加工して成形されている。雌型端子
金具１Ａは、図１等に示すように、電気接触部１０と、電線接続部４０とを一体に備えて
いる。電気接触部１０は、筒部１１と、接触部１２と、弾性片１３と、突出部２１Ａと、
第２の突出部としての打ち出し部３１Ａとを一体に備えている。
【００２６】
　筒部１１は、図２に示すように、電線接続部４０の後述する底板部４１と略同一平面状
に配される底壁１４と、該底壁１４に連なる一対の側壁１５ａ、１５ｂ（図２中は１５ｂ
のみ図示）と、一対の側壁１５ａ、１５ｂのそれぞれに連なりかつ互いに重なり合う一対
の上壁１６ａ、１６ｂとを備え、四角筒状に形成されている。筒部１１の電線接続部４０
から離れた一端部１１ａ側の開口からは、矢印Ａに沿ってタブ５１が挿入される。矢印Ａ
は、端子金具の挿入方向Ａをなしている。
【００２７】
　底壁１４、一対の側壁１５ａ、１５ｂと一対の上壁１６ａ、１６ｂとは、それぞれ、帯
板状に形成されている。一対の上壁１６ａ、１６ｂのうちの一方の上壁１６ａ（以下、単
に上壁１６ａという）は、一方の側壁１５ａに連なり、筒部１１の内側に配されている。
他方の上壁１６ｂは、他方の側壁１５ｂに連なり、筒部１１の外側に配されている。なお
、上壁１６ａは、特許請求の範囲に記載の「一つの外壁」に相当する。
【００２８】
　接触部１２は、筒部１１の底壁１４を一部打ち出すことによって形成され、筒部１１の
内側に突出している。接触部１２は、筒部１１の略中央に設けられている。接触部１２に
は、筒部１１内に挿入されたタブ５１が重ねられる。
【００２９】
　弾性片１３は、帯板状に形成されている。弾性片１３は、筒部１１の他端部１１ｂ側の
上壁１６ａに連なり、上壁１６ａから筒部１１の内側かつ一端部１１ａ側に向かって延び
ている。弾性片１３は、上壁１６ａに近づくように弾性変形自在に設けられている。弾性
片１３の先端部分と前述した接触部１２とは、端子金具の挿入方向Ａに直交する方向に沿
って互いに相対している。弾性片１３は、筒部１１内に挿入されたタブ５１を接触部１２
に向かって付勢して、該タブ５１を接触部１２との間に挟んで保持する。
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【００３０】
　また、弾性片１３の先端部分には、突片（図示せず）が設けられている。突片は、弾性
片１３の幅方向両端から突出している。突片は、側壁１５ａ、１５ｂをそれぞれ貫通した
孔部１７内に通される。突片が孔部１７に通されることで、弾性片１３が一定以上に弾性
変形することがなく、弾性片１３が永久変形や破損を起こしたりするのを防止できる。
【００３１】
　突出部２１Ａは、筒部１１の前述した一端部１１ａ側に設けられている。突出部２１Ａ
は、筒部１１に連なり、筒部１１の一端部１１ａ側の開口を一部塞ぐように該筒部１１の
内側に突出している。この突出部２１Ａは、筒部１１の前述した上壁１６ａを他方の上壁
１６ｂ、底壁１４や側壁１５ａ、１５ｂよりも長く形成し、この長く形成された部分を筒
部１１の内側に折り曲げることによって形成されている。突出部２１Ａは、延設片２３と
、当接片２４とを備え、端子金具の挿入方向Ａに沿った断面形状が略Ｖ字状に形成されて
いる。
【００３２】
　延設片２３は、矩形平板状に形成されている。延設片２３は、筒部１１の一端部１１ａ
側の上壁１６ａの端部に連なり、該端部から筒部１１の内側かつ他端部１１ｂ側（奥側）
に向かって延びている。また、延設片２３は、筒部１１の他端部１１ｂ側にいくにしたが
って徐々に筒部１１の中心軸に近づくように斜めに延びており、タブ５１を筒部１１内に
挿入する際のガイド壁の役目をする。
【００３３】
　当接片２４は、矩形平板状に形成されている。当接片２４は、延設片２３の上壁１６ａ
から離れた端部に連なり、該端部から上壁１６ａに向かって該上壁１６ａに直交する方向
に沿って延びている。当接片２４は、その先端が上壁１６ａと略接触する位置まで延びて
いる。当接片２４の先端は、上壁１６ａに直交する方向に沿って該上壁１６ａと当接可能
である。なお、この上壁１６ａに直交する方向は、延設片２３が上壁１６ａに近づく方向
Ｒ１をなしている。
【００３４】
　前述した当接片２４は、図３に示すように、筒部１１内にタブ５１よりも大きな（厚い
）治具６が強引に押し込まれ、延設片２３に大きな力がかかると、その先端が上壁１６ａ
と当接して延設片２３が上壁１６ａに近づくことを規制し、延設片２３の変形を防止する
。なお、治具６は、端子金具１をコネクタハウジング内から取り外す際に用いられるもの
である。
【００３５】
　打ち出し部３１Ａは、筒部１１の一端部１１ａ側に設けられている。打ち出し部３１Ａ
は、筒部１１に連なり、筒部１１の一端部１１ａ側の開口を一部塞ぐように該筒部１１の
内側に突出している。打ち出し部３１Ａは、筒部１１の底壁１４を一部打ち出すことによ
って形成され、突出部２１Ａと相対する筒部１１の内面１１ｃから突出部２１Ａに向かっ
て突出している。打ち出し部３１Ａの端子金具の挿入方向Ａに沿った断面形状は、倒立Ｖ
字状に形成されている。打ち出し部３１Ａと前述した突出部２１Ａとは、端子金具の挿入
方向Ａに直交する方向に沿って互いに相対している。
【００３６】
　前述した突出部２１Ａにおける頂部２２Ａとは、突出部２１Ａの上壁１６ａからの突出
量が最も大きい部分を指し、延設片２３と当接片２４の連結部分のことである。また、打
ち出し部３１Ａにおける頂部３２Ａとは、打ち出し部３１Ａの底壁１４（内面１１ｃ）か
らの突出量が最も大きい部分を指し、打ち出し部３１Ａの屈曲部分のことである。
【００３７】
　そして、これら突出部２１Ａの頂部２２Ａと打ち出し部３１Ａの頂部３２Ａとは、端子
金具の挿入方向Ａに直交する方向に沿って互いに相対している。また、これら頂部２２Ａ
、３２Ａの隙間Ｓ１（図１）は、タブ５１の厚さＴ（図１）よりも僅かに大きくなるよう
に設けられている。ここで、「僅かに大きい」とは、隙間Ｓ１が内部にタブ５１を通すこ
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とができる程度に、より狭く形成されていることを意味している。このように、隙間Ｓ１
をタブ５１の厚さＴよりも僅かに大きくすることで、筒部１１内にタブ５１よりも厚い治
具６等が挿入されることを防止できる。
【００３８】
　電線接続部４０は、電気接触部１０に連なっている。電線接続部４０は、図１等に示す
ように、電気接触部１０に連なる底板部４１と、底板部４１に連なる複数の加締め片４２
とを備えている。底板部４１は、帯板状に形成されている。底板部４１の上側には、芯線
が露出された状態の電線の端部が載置される。
【００３９】
　加締め片４２は、底板部４１の幅方向両端に複数設けられている。加締め片４２は、そ
れぞれ、底板部４１に近づく方向に曲げられて底板部４１との間に電線を挟み、電線を加
締める。加締め片４２が電線を加締めることで、電線接続部４０に電線が取り付けられて
、雄型端子金具５と電線とが電気的に接続される。
【００４０】
　前述した構成の雌型端子金具１Ａと雄型端子金具５とを接続する際には、まず、雌型端
子金具１Ａと雄型端子金具５の電線接続部４０、５３にそれぞれ電線を接続しておく。次
いで、タブ５１を、突出部２１Ａの頂部２２Ａと打ち出し部３１Ａの頂部３２Ａとの隙間
Ｓ１に通して、筒部１１の一端部１１ａ側の開口から筒部１１内に挿入していく。
【００４１】
　すると、図２に示すように、タブ５１は、筒部１１内で弾性片１３を弾性変形させると
ともに、弾性片１３の弾性復元力によって弾性片１３の先端部分と接触部１２との間に挟
持されて筒部１１内に保持される。以上のように、雌型端子金具１Ａと雄型端子金具５と
が電気的に接続される。
【００４２】
　この雌型端子金具１Ａの筒部１１内にタブ５１より厚い治具６等を挿入しようとすると
、突出部２１Ａの頂部２２Ａと打ち出し部３１Ａの頂部３２Ａとの隙間Ｓ１がタブ５１の
厚さＴより僅かに大きくなるように設けられているので、図３に示すように治具６は隙間
Ｓ１を通り抜けることができず、治具６が筒部１１内に挿入されることを防止できる。
【００４３】
　さらに、隙間Ｓ１を通り抜けることができない治具６を筒部１１内に強引に押し込もう
とすると、突出部２１Ａの延設片２３が大きな力を受けて上壁１６ａに近づく方向Ｒ１に
変形しようとするが、当接片２４の先端が矢印Ｒ１方向に沿って上壁１６ａに当接して延
設片２３が上壁１６ａに近づくことを規制し、延設片２３が変形するのを防止する。また
、打ち出し部３１Ａも、打ち出し状に形成されているので押し潰されにくい。即ち、隙間
Ｓ１がタブ５１の厚さＴより広がることがないので、治具６は隙間Ｓ１を通り抜けること
ができず、治具６が筒部１１内に挿入されることを防止できる。
【００４４】
　本実施形態によれば、筒部１１の一端部１１ａ側の開口を一部塞ぐ突出部２１Ａが、筒
部１１の上壁１６ａに連なり該筒部１１の内側に延びた延設片２３と、延設片２３から上
壁１６ａに向かって延びて設けられた当接片２４とを備えている。このため、筒部１１内
に所定の大きさ（厚さ）以上の治具６等が挿入されても、当接片２４の先端が上壁１６ａ
と当接して延設片２３が上壁１６ａに近づくことを規制し、延設片２３が変形することを
防止できる。
【００４５】
　したがって、筒部１１内に治具６等が挿入されることを確実に防止でき、弾性片１３が
過度に弾性変形して永久変形や破損を起こしたり、接触部１２や弾性片１３のタブ５１と
の接触面が傷付いて該接触面の接触抵抗が上昇したりしてしまうことを確実に防止でき、
雄型端子金具５との電気的な接続の信頼性を向上させることができる。
【００４６】
　突出部２１Ａと相対する筒部１１の内面１１ｃから該突出部２１Ａに向かって突出した
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打ち出し部３１Ａをさらに備え、突出部２１Ａの頂部２２Ａと打ち出し部３１Ａの頂部３
２Ａの隙間Ｓ１が、雄型端子金具５のタブ５１の厚さＴよりも僅かに大きいので、筒部１
１内に治具６等が挿入されることを確実に防止できる。
【００４７】
　前述した第１の実施形態においては、電気接触部１０が第２の突出部としての打ち出し
部３１Ａを備えていたが、必ずしも打ち出し部３１Ａを備えていなくてもよい。この場合
、突出部２１Ａの突出量を大きくして、突出部２１Ａと筒部１１の内面１１ｃとの間隔を
タブ５１の厚さＴよりも僅かに大きくするとよい。また、この場合、接触部１２も平坦に
すると、筒部１１内に挿入されたタブ５１が筒部１１に対して平行に配されて好ましい。
【００４８】
　次に、本発明の第２の実施形態にかかる雌型端子金具１Ｂを、図４ないし図７を参照し
て説明する。なお、前述した第１の実施形態と同一構成部分には、同一符号を付して説明
を省略する。
【００４９】
　本発明の第２の実施形態にかかる雌型端子金具１Ｂは、第１の実施形態の雌型端子金具
１Ａと比較すると、突出部２１Ａと打ち出し部３１Ａに代わって突出部２１Ｂと折り返し
部３１Ｂを備えるとともに、新たに係止孔部１８を備えている。
【００５０】
　突出部２１Ｂは、図５に示すように、延設片２３と、係止片２５とを備えている。係止
片２５は、延設片２３の先端近傍に設けられている。係止片２５は、延設片２３の幅方向
両端から突出して一対設けられている。
【００５１】
　第２の突出部としての折り返し部３１Ｂは、筒部１１の底壁１４を長く形成し、この長
く形成された部分を筒部１１の内側に折り返すことによって形成されている。折り返し部
３１Ｂは、図４等に示すように、底壁１４と平行に配されて該底壁１４と僅かな間隔をあ
けて相対するとともに、その先端が底壁１４に向かって湾曲している。折り返し部３１Ｂ
は、少なくとも母材の厚さの分、突出部２１Ｂと相対する筒部１１の内面１１ｃから突出
部２１Ｂに向かって突出している。折り返し部３１Ｂの筒部１１の内側寄りの外表面は、
平坦に形成されている。
【００５２】
　前述した突出部２１Ｂにおける頂部２２Ｂとは、突出部２１Ｂの上壁１６ａからの突出
量が最も大きい部分を指し、延設片２３の先端部分のことである。また、折り返し部３１
Ｂにおける頂部３２Ｂとは、折り返し部３１Ｂの底壁１４（内面１１ｃ）からの突出量が
最も大きい部分を指し、折り返し部３１Ｂの外表面のことである。
【００５３】
　これら突出部２１Ｂの頂部２２Ｂと折り返し部３１Ｂの頂部３２Ｂとは、端子金具の挿
入方向Ａに直交する方向に沿って互いに相対している。また、これら頂部２２Ｂと頂部３
２Ｂの隙間Ｓ２は、タブ５１の厚さＴよりも僅かに大きくなるように設けられている。即
ち、隙間Ｓ２は、内部にタブ５１を通すことができる程度に、より狭く形成されている。
このように、隙間Ｓ２をタブ５１の厚さＴよりも僅かに大きくすることで、筒部１１内に
タブ５１より厚い治具６等が挿入されることを防止できる。
【００５４】
　係止孔部１８は、図４及び図５に示すように、筒部１１の一端部１１ａ側に設けられて
いる。係止孔部１８は、一対の側壁１５ａ、１５ｂをそれぞれ貫通して一対設けられてい
る。係止孔部１８は、内部に係止片２５を通す。
【００５５】
　前述した構成の雌型端子金具１Ｂにおいて、筒部１１内にタブ５１より厚い治具６等を
挿入しようとすると、突出部２１Ｂの頂部２２Ｂと折り返し部３１Ｂの頂部３２Ｂとの隙
間Ｓ２がタブ５１の厚さＴより僅かに大きくなるように設けられているので、図７に示す
ように治具６は隙間Ｓ２を通り抜けることができず、治具６が筒部１１内に挿入されるこ
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とを防止できる。
【００５６】
　さらに、隙間Ｓ２を通り抜けることができない治具６を筒部１１内に強引に押し込もう
とすると、突出部２１Ｂの延設片２３が大きな力を受けて上壁１６ａに近づく方向Ｒ２に
変形しようとするが、係止孔部１８内の係止片２５が矢印Ｒ２方向に沿って係止孔部１８
の内面に当接して延設片２３が上壁１６ａに近づくことを規制し、延設片２３が変形する
のを防止する。また、折り返し部３１Ｂも、筒部１１の底壁１４を折り返して形成されて
いるので押し潰されにくい。即ち、前記隙間Ｓ２がタブ５１の厚さＴより広がることがな
いので、治具６は隙間Ｓ２を通り抜けることができず、治具６が筒部１１内に挿入される
ことを防止できる。
【００５７】
　本実施形態によれば、筒部１１の一端部１１ａ側の開口を一部塞ぐ突出部２１Ｂが、筒
部１１の上壁１６ａに連なり該筒部１１の内側に延びた延設片２３と、延設片２３の幅方
向両端から突出した係止片２５とを備えるとともに、筒部１１が内部に係止片２５を通す
係止孔部１８を備えている。このため、筒部１１内に所定の大きさ（厚さ）以上の治具６
等が挿入されても、係止片２５が係止孔部１８の内面と当接して係止されて延設片２３が
上壁１６ａに近づくことを規制し、延設片２３が変形することを防止できる。
【００５８】
　したがって、筒部１１内に治具６等が挿入されることを確実に防止でき、弾性片１３が
過度に弾性変形して永久変形や破損を起こしたり、接触部１２や弾性片１３のタブ５１と
の接触面が傷付いて該接触面の接触抵抗が上昇したりしてしまうことを確実に防止でき、
雄型端子金具５との電気的な接続の信頼性を向上させることができる。
【００５９】
　突出部２１Ｂと相対する筒部１１の内面１１ｃから該突出部２１Ｂに向かって突出した
折り返し部３１Ｂをさらに備え、突出部２１Ｂの頂部２２Ｂと折り返し部３１Ｂの頂部３
２Ｂの隙間Ｓ２が、雄型端子金具５のタブ５１の厚さＴよりも僅かに大きいので、筒部１
１内に治具６等が挿入されることを確実に防止できる。
【００６０】
　前述した第２の実施形態においては、電気接触部１０が第２の突出部としての折り返し
部３１Ｂを備えていたが、必ずしも折り返し部３１Ｂを備えていなくてもよい。また、前
述した第２の実施形態において、折り返し部３１Ｂを、第１の実施形態の第２の突出部で
ある打ち出し部３１Ａと置き換えてもよい。勿論、第１の実施形態において、打ち出し部
３１Ａを折り返し部３１Ｂと置き換えてもよい。
【００６１】
　なお、前述した実施形態は本発明の代表的な形態を示したに過ぎず、本発明は、実施形
態に限定されるものではない。即ち、本発明の骨子を逸脱しない範囲で種々変形して実施
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００６２】
【図１】本発明の第１の実施形態にかかる雌型端子金具と雄型端子金具とを示す一部断面
図である。
【図２】図１に示された雌型端子金具が雄型端子金具と接続された状態を示す断面図であ
る。
【図３】図１に示された雌型端子金具に治具が押し付けられた状態を示す断面図である。
【図４】本発明の第２の実施形態にかかる雌型端子金具と雄型端子金具とを示す一部断面
図である。
【図５】図４に示された雌型端子金具の側面図である。
【図６】図４に示された雌型端子金具が雄型端子金具と接続された状態を示す断面図であ
る。
【図７】図４に示された雌型端子金具に治具が押し付けられた状態を示す断面図である。
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【符号の説明】
【００６３】
　１Ａ、１Ｂ　　雌型端子金具
　５　　雄型端子金具
　１０　　電気接触部
　１１　　筒部
　１１ａ　　一端部
　１５ａ、１５ｂ　　側壁
　１６ａ　　上壁（一つの外壁）
　１８　　係止孔部
　２１Ａ、２１Ｂ　　突出部
　２２Ａ、２２Ｂ　　頂部
　２３　　延設片
　２４　　当接片
　２５　　係止片
　３１Ａ　　打ち出し部（第２の突出部）
　３１Ｂ　　折り返し部（第２の突出部）
　３２Ａ、３２Ｂ　　頂部
　５１　　タブ（電気接触部）
　Ｓ１、Ｓ２　　隙間
　Ｔ　　タブの厚さ
　Ｒ１、Ｒ２　　延設片が上壁に近づく方向

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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